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総 務 常 任 委 員 会

文教・建設常任委員会

健康福祉常任委員会

市民生活常任委員会

こんな質問がありました。
議案や決算、請願は、委員会に付託されて、慎重に審査されます。
その経過と結果について、９月26日の本会議で各委員長から報告がありました。下記はその概要です。
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新
曽
南
庁
舎
の
ブ
ラ
ッ
ク

ア
ウ
ト
対
策
は
。
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自
家
発
電
機
を
設
置
し
て

お
り
、
電
力
会
社
か
ら
の

供
給
が
途
絶
え
て
も
、
８

時
間
は
シ
ス
テ
ム
が
稼
働
で
き
、

燃
料
を
継
ぎ
足
せ
ば
時
間
を
延
ば

す
こ
と
も
で
き
る
。
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コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

の
Ａ
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の
設
置
状
況
は
。
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市
内
全
60
店
舗
に
設
置
し

て
い
る
。
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昨
年
度
の
土
の
う
の
活
用

実
績
は
。
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１
６
４
７
袋
の
土
の
う
が

活
用
さ
れ
た
。
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非
核
・
平
和
事
業
の
参
加

人
数
は
。
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す
い
と
ん
づ
く
り
は
親
子

12
組
合
計
32
人
、
映
画
上

映
会
お
よ
び
講
演
は
36
人

の
参
加
が
あ
っ
た
。
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平
和
を
次
世
代
に
つ
な
い

で
い
く
良
い
取
り
組
み
な

の
で
、
も
っ
と
多
く
の
人

に
参
加
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
研

究
し
て
も
ら
い
た
い
。
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立
地
適
正
化
計
画
で
駅
周

辺
に
都
市
機
能
を
誘
導
す

る
こ
と
で
、
市
内
の
他
の

地
域
や
高
齢
者
の
利
便
性
が
阻
害

さ
れ
る
と
い
っ
た
影
響
は
な
い
か
。
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駅
周
辺
は
今
あ
る
施
設
を

維
持
し
、
さ
ら
な
る
利
便

性
を
目
指
す
た
め
に
都
市

機
能
を
誘
導
す
る
計
画
と
し
て
い

る
。
他
市
町
村
の
計
画
と
は
違
い
、

影
響
が
な
い
よ
う
考
慮
し
て
い
る
。
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不
登
校
児
へ
の
対
応
状
況

は
。
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不
登
校
対
策
を
行
っ
て
い

る
民
間
事
業
者
か
ら
の
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
り
、
定

期
的
に
登
校
で
き
る
よ
う
に
な
る

な
ど
の
効
果
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
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図
書
の
貸
出
率
を
活
用
し

た
選
書
や
、
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
の
新
着
図
書
案
内
を

実
施
で
き
な
い
か
。
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貸
出
率
は
、
個
別
で
は
な

く
分
類
ご
と
に
把
握
し
て

い
る
。
新
着
図
書
は
、
案

内
を
毎
月
作
成
し
、
配
布
し
て
い

る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
供
用

開
始
時
期
な
ど
か
ら
の
検
索
に
よ

り
、
利
用
い
た
だ
い
て
い
る
。

▲すいとんづくりの様子

▶︎
居
住
機
能
や
都
市
機
能
の
適
正
な
誘
導
を
図
る

「
戸
田
市
立
地
適
正
化
計
画
」
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福
祉
部
・
こ
ど
も
青
少
年
部
・

福
祉
事
務
所
・
市
民
医
療
セ
ン
タ
ー

市
民
生
活
部
・
環
境
経
済
部

上
下
水
道
部

健
康
福
祉

市
民
生
活
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介
護
老
人
保
健
施
設
の
指

定
管
理
者
に
よ
る
運
営
に

対
す
る
市
の
関
わ
り
方
は
。
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—

四
半
期
ご
と
に
職
員
の
勤

務
体
制
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

し
て
お
り
、
引
き
続
き
職

員
の
定
着
に
向
け
て
市
も
指
定
管

理
者
と
一
緒
に
な
っ
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。
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上
戸
田
地
域
交
流
セ
ン

タ
ー
の
第
１
駐
車
場
に
お

い
て
、
車
い
す
の
利
用
者

が
、
車
い
す
を
お
ろ
す
際
に
ロ
ッ

ク
板
が
干
渉
す
る
が
、
ハ
ー
ド
・

ソ
フ
ト
の
両
方
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー

を
検
討
し
て
ほ
し
い
。
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利
用
者
か
ら
申
し
出
を
い

た
だ
け
る
よ
う
掲
示
し
て
、

施
設
職
員
が
個
別
に
対
応

す
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
問
題
解

消
に
向
け
て
、
引
き
続
き
指
定
管

理
者
と
協
議
を
し
て
い
く
。
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保
育
士
の
処
遇
は
。
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—

と
だ
の
保
育
創
造
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
会
議
に
お
い
て

協
議
の
場
を
設
け
、
保
育

士
お
よ
び
保
育
園
の
悩
み
や
質
問

を
受
け
て
い
る
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま

な
研
修
会
の
案
内
を
し
て
い
る
。
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—

ｔ
ｏ
ｃ
ｏ
バ
ス
の
利
用
者

数
が
29
年
度
と
比
較
し
て

約
６
７
０
０
人
増
加
し
た

要
因
は
。
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—
—
—

人
口
増
加
の
ほ
か
、
こ
こ

数
年
は
運
行
ル
ー
ト
や
時

刻
表
を
固
定
し
て
お
り
、

そ
の
有
用
性
が
利
用
者
に
認
識
さ

れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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—
—
—
—
—
—
—
—
—
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—
—

町
会
・
自
治
会
が
設
置
し

た
防
犯
カ
メ
ラ
に
対
し
て
、

５
年
間
の
維
持
管
理
を
条

件
に
市
が
補
助
金
を
出
し
て
い
る

が
、
６
年
目
以
降
の
扱
い
は
。

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

補
助
の
条
件
で
あ
る
５
年

間
が
経
過
し
た
後
の
カ
メ

ラ
の
扱
い
に
つ
い
て
は
今

後
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
を
聞
き
な

が
ら
検
討
し
て
い
く
。
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—
—
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川
岸
地
内
環
境
空
間
の
整

備
状
況
は
。

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

環
境
空
間
（
戸
田
１
）
に

関
し
て
、
29
年
度
に
地
域

住
民
を
交
え
た
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
、
30
年
度
ま

で
に
設
計
作
業
を
行
っ
た
。
今
年

度
中
に
は
市
民
の
意
見
も
反
映
し

た
公
園
が
完
成
す
る
予
定
。

▲上戸田地域交流センター第 1駐車場

▲利用者が年々増加している toco バス
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